
北 九 州 市 議 会 先 例 新 旧 対 照 表 

新（改 正 案） 旧（現 行）

第２章 委員会 

第１０節 議会運営委員会 

２１７ 議会運営委員会は、各会派から選出される委員をもって構成するも

のとし、選出する委員の数は、次のとおりとする。 

  所属議員 ５人～９人 １人 

 同   10人～14人 ２人

同   15人以上  ３人（定限） 

第２章 委員会 

第１０節 議会運営委員会 

２１７ 議会運営委員会は、各会派から選出される委員をもって構成するも

のとし、選出する委員の数は、次のとおりとする。 

  所属議員 ５人～９人 １人 

 同   10人～19人 ２人

同   20人以上  ３人（定限）


